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会員の皆様へ 

全日信販株式会社 

 

｢全日信販クレジットカード会員規約の一部改定｣のご案内  

 

    

日頃は全日信販カードをご愛顧いただき、厚く御礼申しあげます。 

  

｢全日信販カード会員規約｣を一部改定させていただきますのでご案内申しあげます。本ご案内ご送付後に、カ

ードをご利用になられた場合は、下記の内容をご承認いただいたものとさせていただきますので、何卒ご了承賜り

ますようお願い申し上げますとともに、引き続き弊社カードをご愛顧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

1. カードの貸与・有効期限について 

カードの有効期限更新時において、会員の年齢が満 75 歳を超えた場合、カード機能の変更（利用可能額の

減額・機能の停止等）を行なう場合があることを明記させていただきます。 

 

2. キャッシングサービスご利用内容の送付について 

キャッシングサービスをご利用になられた場合、関係法令に従い、明細書を送付いたします。 

 

3. カードキャッシングについて 

・ 1 回払いのご利用可能額とリボルビング払いのご利用可能額をそれぞれ同額といたしますが、1 回払いとリボ

ルビング払いの残高の合計額が、ご利用可能額を超えることができない旨を明記させていただきます。 

・ 当社からお振込みによる融資を行なう場合について、振込手数料に関する項目を削除させていただきます。 

・ 利率変更時の適用について追記をさせていただきます。 

 

4. 個人情報の利用目的の範囲について 

当社のクレジット事業・融資事業に、｢保険事業｣を追加させていただきます。 

一部改定内容 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■本件についてのお問合せ 
       クレジットセンター  ＴＥＬ０８６－２９２－４２２２ 
                  受付時間／ＡＭ１０：００～ＰＭ６：００（平日） 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
会員規約（改訂箇所の抜粋） ～ 2007 年12 月1 日より改訂 

第1 章 一般条項 
第2 条（カードの貸与・有効期限） 

（5）カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。但し、

会員が満75 歳を超えた場合、本契約の全部もしくは一部を更新しないことがあります。 

第10 条（残高承認） 

（1）当社は会員に対しカード利用によるカードショッピング及びカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ会員に対しご

利用代金明細書を送付します。 

（2）会員が本規約に基づきカードキャッシングを利用した場合は、所定の事項を記載した｢融資ご利用内容のお知らせ｣を遅滞なく送付

します。［2007 年12 月19 日より適用］ 

（3）会員が前 2 項の書面を受け取った後、20 日以内に異議の申立てをしなかったときは、当該書面の残高内容を承認したものとみなさ

れても異議がないものとします。［2007 年12 月19 日より適用］ 

 

第2 章 カードキャッシング条項 

第1 条（カードキャッシングの利用方法） 

（3）キャッシングサービスは1回払いの場合も、リボルビング払いの場合も当社が定めた金額までとしますが、1回払いの残高とリボルビ

ング払いの残高の合計額が、当社が定めた金額を超えることはできません。 

第2 条（カードキャッシングの支払金の支払方法） 

（1）カードキャッシングによる融資は 1 万円単位（ただし、日本国外での場合は当該提携カード会社または当社が指定する現地通貨単

位）とし、支払方法は 1 回払、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし日本国外でのカー

ドキャッシング利用分については、原則として1 回払とします。なお、毎月8 日までに会員から申し出があり、かつ当社がこれを認め

た場合には、会員はリボルビング払による支払いを指定することができるものとします。また、振込にて融資を行う場合は、第 1 章第

7 条に定める指定口座に振込むものとします。その際融資金から振込業務手数料を差引くものとします。（削除） 

（4）会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また第 1 章第 19 条（規約の変更）の規定にかかわらず、

当社から利率変更の通知をした時は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が特に指定したときは、通知をした時におけるカ

ードキャッシングの利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。 

 
第4 章 個人情報の取扱に関する同意条項 

第1 条（個人情報の収集･保有･利用） 

（1）会員は、本契約（本申込を含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報（以下これらを

総称して「個人情報」という）を、当社が保護措置を講じたうえで収集･利用することに同意します。 

①所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、家族構成、住

居状況（変更情報を含む。以下同じ） 

②本契約に関する申込日、契約日、カード名称、カード有効期限、利用可能額、利用加盟店、商品名、カード利用金額、利息額、

支払回数、毎月の支払金額、支払方法、振替口座 

③本契約に関するカード利用残高、月々の返済状況等、取引の状況ならびに履歴 

④本契約に関する会員の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した資産･負

債･収入、支出、当社が収集し保有･管理するクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況 

⑤金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律等に基づいて、本契約を行う者が会員本人に相違ないことを確認するため、

当社が収集した会員の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項等証明等 

（2）会員は、当社が当社の事務（コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等）並びにカードの機能、付帯サービス

等の提供を、当該提携カード会社を含む第三者に業務委託する場合、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、（1）により収集し

た個人情報を当該業務提携先に預託することに同意します。 

第2 条（個人情報の利用） 

（1）会員は、当社が下記の目的のために第4 章第1 条（1）①②③の個人情報を利用することに同意します。 

①当社のクレジット事業･融資事業･保険事業等における市場調査、商品開発 

②当社のクレジット事業･融資事業･保険事業等における宣伝物･印刷物の送付等の営業案内及び電話等による営業案内

③当社が加盟店等から受託して行う宣伝物･印刷物の送付等の営業案内及び電話等による営業案内 

 
※ お持ちのカードの種類によって、規約の章、条、項数が異なる場合がございます｡ 
 
｢貸金業の規制等に関する法律｣第１７条１項に基づき、2007年12月19日以降の新規キャッシングご利用分より、ご利用内容を確認いただける｢融資ご利用内容

のお知らせ｣を送付させていただきます。 

 

○｢融資ご利用内容のお知らせ｣記載事項 

・ 融資会社名・住所・貸付日・貸付金額・お利息・返済金額・利息の計算方法・返済期日・返済期間・返済回数・貸付利率・返済方式・貸金業登録番号等。 

・ ｢融資ご利用内容のお知らせ｣は、キャッシングをご利用いただいた時に送付させていただきます。 

 

※ 毎月のお支払額につきましては、これまでどおり毎月の［ご利用代金明細書］にてご確認ください。 
 


